
茨木市では市立小学校３２校、中学校１５校に約２万

４千人の児童・生徒が学び、約１千２百名の教職員

が勤務しています。この５年間あまり、施政方針の

もと、通信回線やコンピュータ機器等のハードウェ

ア整備と、教育用イントラや教材配信システムなど

ソフトウェア整備に努め、児童・生徒の情報活用能

力の育成をめざしてきました。

また、平成１８年度に実施された大阪府学力等実態

調査から、本市児童・生徒について独自に分析し、

学力向上３カ年計画“茨木っ子プラン２２”を策定し、

それに基づくさまざまな学力向上の取組を展開して

いるところです。このプランのひとつとして、学習

におけるＩＣＴ活用をいっそう普及させ、学力向上

をめざす教員、児童・生徒の支援を推進しています。

茨木市が学校の教育用コンピュータの整備を最初

に行ったのは昭和６３年度です。普通教室をコンピュ

ータ教室に改装し、１５台のコンピュータ（生徒３人

に１台）を設置しました。当時の生徒にとってはめ

ずらしいもので、教員手作りの学習教材コンテンツ

を用い、熱心に学習しました。

平成１０年度には、教育に特化したイントラネット

「茨木市教育情報ネットワーク」を構築し、電話回線

で学校からインターネット接続も可能となりました。

表示に長時間待たされることもありましたが、「世界

とつながる」ことに教員も児童・生徒もドキドキし

ながらディスプレイを見ていました。

平成１４年度にはＩＣＴ整備の中期計画を策定し、

それに基づいて平成１５年度に光ファイバー化による

高速回線、平成１６年度には中学校のコンピュータ教

室更新によって４０台のパソコン設置（生徒１人１台）

と普通教室や特別教室の校内ＬＡＮ整備、続く平成

１７年度には小学校に同様の整備が完了しました。さ

らに平成１８年度には高速化や大容量化、セキュリテ

ィ強化などに対応し、平成１９年度には各学級に１台

のパソコンと、その３分の１台のプロジェクターを

整備し、普通教室や特別教室でもＩＣＴを活用した

授業が展開できるようになりました。平成２０年度現

在、小・中学校全体で３０００台を超えるコンピュータ

がネットワーク接続され、いつでもどこでもインタ

ーネットにつながる環境が整いました。

ＩＣＴ環境整備をふりかえって

はじめに
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ネットワーク整備当初から、本市の教育に特化し

た教育用イントラネットの構築にも取り組んできま

した。学校のニーズに応じて、教育関連情報の提供、

資料検索データベース、教育関連サイトへのリンク

集など、徐々に開発し積み重ねてきました。今では

教育用デジタルコンテンツの集積、掲示板や電子メ

ール、テレビ会議システム、初任者教員向けのポー

タルサイトなどが利用できます。平成１８年度秋より

稼働を始めた「ＩＣＴ授業実践データベース」も独

自開発しており、ＩＣＴを用いて授業を行った教員

が、自作のデジタルファイルやインターネット上の

アドレスなど授業に関連するデジタル情報を登録し、

イントラネット上で共有するものです。登録する教

員には自身の実践記録となり、他の教員にとっては

同じ茨木の教員が行っている実践事例を参照するこ

とで、効率的、効果的なＩＣＴ活用授業の普及を図

っています。平成１９年度末には登録件数が１００件を

超え、データベースらしくなってきました。

ハード面、ソフト面の整備が進むにつれ、授業で

ＩＣＴを活用する教員も増えてきました。以前は故

障対応の連絡が多かった学校からの電話も、授業で

の活用方法の相談や、授業実践の報告が増え、そこ

から子どもたちの生き生きしたようすがうかがえま

す。

平成１９年度の調査で、本市小学６年生の８割、中

学２年生の９割が、家庭のパソコンや自分の携帯電

話でインターネットにアクセスしていることがわか

りました。学校では教育用イントラネットや校内Ｌ

ＡＮも、児童・生徒のネットワーク・コミュニケー

ションの練習の場として位置づけ、“顔の見える環

境”でメールや掲示板、専用チャットページを使っ

て体験的に学び、情報モラルの指導に役立てていま

す。

児童・生徒の学力向上につながるＩＣＴ活用とし

て、平成２０年度９月よりｅ-ｌｅａｒｎｉｎｇ学習支援システ

ム“いばらきっ子スタディ”を稼働させました。こ

れはパソコンで国語・算数（数学）・理科・社会

（中学校は英語も）の各単元の教材を個々の理解度に

応じて学習するもので、基本問題がクリアできない

子どもには解説画面や易しい問題を表示し、クリア

できた子どもには発展的な問題を出題します。児

童・生徒は自分のペースで自学自習し、教員は直接

支援の必要な子どもに寄り添うことができます。授

業で使うほか、放課後学習会、別室登校や不登校の

児童・生徒にも利用でき、幅広い活用が始まってい

ます。この１２月にはインターネット経由で児童・生

徒の家庭からも学習できるよう準備を進めていると

ころです。

今後の課題のひとつは校務の情報化です。平成１９

年度から教育委員会の４課から成るプロジェクトを

立ち上げ、教育委員会～学校間のさまざまな通信・

伝達、校内の情報共有など、校務全般にわたってＩ

ＣＴ活用を推進し、「効率化によって得られる時間を

子どもたちと向き合う時間に返す」を目標として校

務の情報化をめざしています。

また情報セキュリティについては、教員用コンピ

ュータひとり１台時代を間近にひかえ、情報の入出

力制限や暗号化システムを導入し、運用開始に向け

て調整しているところです。システム整備と並行し

て、教職員各自が個人情報を扱うプロとしての意識

も高めながら、校務の情報化を進めています。

児童・生徒がＩＣＴを臆せず使いこなし、自学自

習でき、教員はＩＣＴを活用したわかる授業を展開

し、校務の効率化でゆとりを持って日々の教育に邁

進する、そのような時代にむけて今後も取組を続け

ていきたいと考えています。

校務の情報化に向けて

家庭学習へのアプローチ

教育用イントラネット
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